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▼
と
き　

４
月
９
日
㈭　

午
前
10
時
開
会

　

心
身
に
障
が
い
の
あ
る
人
（
18
歳
未
満

の
人
や
精
神
に
障
が
い
が
あ
る
場
合
は
、

生
計
を
一
に
す
る
人
）
が
所
有
し
て
い
る

オ
ー
ト
バ
イ
、
軽
自
動
車
の
税
金
は
、
障

が
い
の
程
度
に
よ
り
一
台
に
限
り
減
免
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金
助

成
利
用
券
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
や
、

普
通
自
動
車
で
税
金
の
減
免
を
受
け
て
い

る
人
は
減
免
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
申
請
期
限　

４
月
２
日
㈭
～
５
月
25
日

㈪
ま
で
に
税
務
課
へ
。

▼
持
参
す
る
も
の

・
身
体
障
害
者
手
帳
等

・
自
動
車
検
査
証

・

運
転
免
許
証
（
該
当
の
車
を
運
転
す
る

人
の
も
の
）

・
印
鑑

　

平
日
は
仕
事
な
ど
多
忙
に
よ
り
納
税
に

関
す
る
相
談
が
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、

休
日
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま

す
。　

□
休
日
納
税
相
談

▼
と
き　

毎
月
第
４
週
の
日
曜
日　

午
前

８
時
30
分
～
正
午

※
８
月
は
祭
事
の
た
め
第
５
週
の
開
設

※

８
月
と
２
月
は
そ
の
前
日
の
土
曜
日
も

開
設

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
１
階　

税
務
課
窓
口

※

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
通
訳
対
応
も
可
能
で

す
。

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の
健
康
保
持
・
増

進
を
目
的
に
、
次
の
協
定
保
養
所
に
宿
泊

す
る
場
合
、
１
人
１
泊
に
つ
き
１
千
円
を

助
成
し
ま
す
。（
４
月
１
日
～
翌
年
３
月

31
日
ま
で
の
１
年
間
で
、
全
保
養
所
合
わ

せ
て
４
泊
ま
で
助
成
し
ま
す
。）

▼
利
用
方
法　

申
込
時
に
協
定
保
養
所
へ

「
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
」
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
宿
泊
当
日
、

保
養
所
の
窓
口
で
後
期
高
齢
者
医
療
の
保

険
証
と
利
用
カ
ー
ド
（
初
回
利
用
時
に
保

養
所
で
交
付
）
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

精
算
時
に
利
用
料
金
に
対
し
１
千
円
を
助

成
し
ま
す
。

　

次
の
都
市
高
速
鉄
道
お
よ
び
都
市
計
画

道
路
の
変
更
（
案
）
を
縦
覧
し
ま
す
。

▼
都
市
計
画
の
種
類
・
名
称

・

西
三
河
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道　

名

古
屋
本
線
三
河
線（
豊
田
方
）︹
県
決
定
︺

・
西
三
河
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
83
号

　

知
立
環
状
線
︹
県
決
定
︺

・

西
三
河
都
市
計
画
道
路
８
・
６
・
652
号

三
知
緑
道
線
︹
市
決
定
︺

▼
縦
覧
期
間　

４
月
10
日
㈮
～
24
日
㈮
の

各
開
庁
時
間
内

▼
縦
覧
場
所

・

都
市
開
発
課
（
市
街
地
整
備
事
務
所　

堀
切
一
丁
目
10
番
地
）

・
県
都
市
計
画
課
（
県
本
庁
舎
５
階
）

※

県
庁
で
は
、
県
決
定
の
み
の
縦
覧
と
な

り
ま
す
。

▼
意
見
書
の
提
出

　

こ
の
案
に
対
し
て
意
見
の
あ
る
人
は
、

縦
覧
期
間
中
、
県
決
定
分
は
県
知
事
に
、

市
決
定
分
に
つ
い
て
は
市
長
に
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

３
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.kariya-chiryu.jp/ 市街地整備

事務所

場所 協定保養所名 電話番号

東浦町 あいち健康の森プラザホテル 0562-82-0211

田原市 シーサイド伊良湖 0531-35-1151

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696

豊田市 豊田市　百年草 0565-62-0100

犬山市 レイクサイド入鹿 0568-67-3811

桑名市 名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 0594-42-3330

平成27年度休日納税相談日程表
① 4/26㈰ ⑧ 10/25㈰

② 5/24㈰ ⑨ 11/22㈰

③ 6/28㈰ ⑩ 12/27㈰

④ 7/26㈰ ⑪ 1/24㈰

⑤ 8/29㈯ ⑫ 2/27㈯

⑥ 8/30㈰ ⑬ 2/28㈰

⑦ 9/27㈰ ⑭ 3/27㈰

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

協
定
保
養
所
利
用
助
成
の
ご
案
内

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

給
付
課（
☎
０
５
２
（955）
１
２
０
５
）

西
三
河
都
市
計
画　

都
市
高
速

鉄
道
等
の
変
更
︵
案
︶
の
縦
覧

都
市
開
発
課

鉄
道
高
架
係

（
☎
（85）
５
８
８
２
）

市
議
会
４
月
臨
時
会
を
開
催
し
ま
す

議
事
課

庶
務
係（
☎
（95）
０
１
３
７
）

軽
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す

税
務
課
市
民
税
係（
☎
（95）
０
１
１
６
）

平
成
27
年
度
休
日
納
税
相
談
窓
口

税
務
課

徴
収
係（
☎
（95）
０
１
１
７
）

刈
谷
知
立
環
境
組
合　

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た

刈
谷
知
立
環
境
組
合（
☎
（21）
５
３
８
９
）
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固
定
資
産
税
の
縦
覧
制
度
と
は
、
市
内

に
お
持
ち
の
土
地
や
家
屋
に
か
か
る
固
定

資
産
税
の
納
税
者
が
、
ご
自
身
の
固
定
資

産
と
市
内
の
他
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額

を
比
較
で
き
る
制
度
で
す
。
た
だ
し
、
土

地
の
み
を
お
持
ち
の
人
は
土
地
、
家
屋
の

み
を
お
持
ち
の
人
は
家
屋
の
み
の
縦
覧
と

な
り
ま
す
。

□
縦
覧

▼
縦
覧
で
き
る
も
の

・

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
・
地
番
・

地
目
・
価
格
）

・

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
・
家
屋

番
号
・
種
類
・
構
造
・
床
面
積
・
価
格
）

▼
縦
覧
期
間　

４
月
１
日
㈬
～
６
月
１
日

㈪
ま
で
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

▼
縦
覧
場
所　

税
務
課

▼
縦
覧
で
き
る
人

①

市
内
に
所
在
す
る
土
地
ま
た
は
家
屋
に

対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
納
税
者

②

納
税
者
の
同
一
世
帯
で
生
計
を
一
に
す

る
親
族
・
納
税
管
理
人

③

納
税
者
の
委
任
を
受
け
た
代
理
人
（
委

任
状
が
必
要
）

▼
持
参
す
る
も
の　

運
転
免
許
証
等
、
本

人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の

※

縦
覧
期
間
中
（
４
月
10
日
㈮
以
降
）
は

土
地
・
家
屋
名
寄
帳
兼
課
税
台
帳
を
無

料
で
発
行
で
き
ま
す
。

□
閲
覧

▼
閲
覧
で
き
る
も
の

・
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
課
税
台
帳

▼
閲
覧
期
間　

４
月
10
日
㈮
か
ら　

午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

▼
閲
覧
場
所　

税
務
課
（
６
月
２
日
㈫
か

ら
は
市
民
課
）

▼
閲
覧
で
き
る
人

①

市
内
に
所
在
す
る
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の

納
税
義
務
者

②

納
税
者
の
同
一
世
帯
で
生
計
を
一
に
す

る
親
族
・
納
税
管
理
人

③

納
税
義
務
者
の
委
任
を
受
け
た
代
理
人

（
委
任
状
が
必
要
）

④

土
地
・
家
屋
に
対
し
て
賃
借
権
そ
の
他

の
使
用
ま
た
は
収
益
を
目
的
と
す
る
権

利（
対
価
が
支
払
わ
れ
る
も
の
に
限
る
）

を
有
す
る
人
は
、
当
該
権
利
の
目
的
で

あ
る
固
定
資
産
の
記
載
さ
れ
て
い
る
部

分
（
賃
貸
借
契
約
書
等
が
必
要
）

⑤

固
定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利
を
有
す

る
一
定
の
人
に
つ
い
て
は
、
当
該
権
利

の
目
的
で
あ
る
固
定
資
産
（
当
該
権
利

を
有
す
る
こ
と
の
わ
か
る
も
の
が
必
要
）

▼
持
参
す
る
も
の　

運
転
免
許
証
等
、
本

人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
の
賦

課
期
日
に
、
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
を

所
有
し
て
い
る
人
が
、
そ
の
固
定
資
産
の

価
格
を
基
に
算
定
さ
れ
た
税
額
を
そ
の
固

定
資
産
の
所
在
す
る
市
町
村
に
納
め
る
税

金
で
す
。

　

都
市
計
画
税
は
、
市
街
化
区
域
内
に
土

地
、
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ

れ
る
税
金
で
す
。

▼
税
率

・

固
定
資
産
税
は
土
地
、
家
屋
、
償
却
資

産
の
課
税
標
準
額
の
合
計
に
1.4
％
の
割

合
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

・

都
市
計
画
税
は
、
土
地
、
家
屋
の
課
税

標
準
額
の
合
計
に
0.3
％
の
割
合
で
課
税

さ
れ
ま
す
。

▼
納
税
通
知
書
兼
課
税
明
細
書

・
発
送
予
定
日　

５
月
中
旬
頃

※

平
成
27
年
度
は
３
年
に
一
度
の
土
地
・

家
屋
の
評
価
替
え
年
度
に
あ
た
る
た

め
、
発
送
が
例
年
よ
り
１
か
月
遅
れ
に

な
り
ま
す
。

▼
第
１
期
納
期
限　

６
月
１
日
㈪

○
次
に
該
当
す
る
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ

い・

課
税
明
細
書
の
内
訳
と
平
成
27
年
１
月

１
日
現
在
の
資
産
状
況
が
異
な
る
と
き

　



（
平
成
26
年
中
に
取
り
壊
し
た
家
屋
が

記
載
さ
れ
て
い
る
な
ど
）

※

非
課
税
物
件
は
課
税
明
細
書
に
掲
載
さ

れ
ま
せ
ん
。

・

納
税
通
知
書
お
よ
び
納
付
書
の
住
所
、

氏
名
に
誤
り
が
あ
る
と
き

・
そ
の
他
、
疑
問
に
思
う
と
き

　緑化意識の高揚とみどり豊かな地域づくりを
目的として行います。ご協力をお願いします。
▶とき　4月1日㈬～5月31日㈰
▶方法　家庭募金、街頭募金、職場募金、篤志
募金
▶募金箱設置場所　市役所（案内・都市計画課）、
中央公民館、図書館、福祉体育館、保健センター
▶昨年度募金の使い道
○国・県・東日本大震災被災地への緑化活動
○市内の緑化推進活動
・水仙の球根の配布
・「花と緑のカレンダー」の配布
・花しょうぶの植栽
・かきつばた植付講習会（6月実施予定）
☆ ご協力いただける市内の企業・団体を募集し

ています。ぜひご連絡ください。
※ 一定額以上の募金をしていただいた企業・団

体は、緑の募金啓発用のチラシなどに名前を
掲載させていただきます。

▶問合せ　市緑化推進協議会（都市計画課内　
☎95-0157）

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

の
縦
覧
・
固
定
資
産
課
税
台
帳

の
閲
覧
が
で
き
ま
す

税
務
課

資
産
税
係（
☎
（95）
０
１
４
８
）

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

納
税
通
知
書
兼
課
税
明
細
書

発
送税

務
課

資
産
税
係（
☎
（95）
０
１
４
８
）

緑の募金にご協力を！
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※問合せは知立市役所

TEL 0566－83－1111（代表）
FAX 0566－83－1141
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp

　

国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人
は
、
20
歳
に

な
っ
た
時
か
ら
国
民
年
金
の
被
保
険
者
と

な
り
、
保
険
料
（
27
年
度
は
月
額
１
万
５

千
590
円
）
の
納
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す

が
、
申
請
に
よ
り
学
生
の
在
学
中
の
保
険

料
納
付
を
猶
予
す
る
、「
学
生
納
付
特
例

制
度
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
保
険
料
が
未
納
に
な
っ
て

い
る
と
、
病
気
や
ケ
ガ
で
重
い
障
が
い
が

残
っ
た
と
き
に
障
害
基
礎
年
金
が
受
け
取

れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
学
生
納
付

特
例
が
承
認
さ
れ
た
期
間
は
納
付
要
件
の

対
象
期
間
と
な
る
た
め
、
万
が
一
の
と
き

に
も
安
心
で
す
。

　

学
生
で
所
得
が
少
な
く
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
必
ず
学
生
納
付
特
例

を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け

た
期
間
は
、
将
来
の
年
金
額
の
計
算
に
含

ま
れ
ま
せ
ん
が
、
年
金
額
を
減
ら
さ
な
い

た
め
に
、
承
認
を
受
け
て
か
ら
10
年
間
の

う
ち
に
保
険
料
を
納
付
（
追
納
）
で
き
ま

す
。（
承
認
を
受
け
た
年
度
か
ら
３
年
度

目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
は
、
当
時
の
保

険
料
に
一
定
の
加
算
額
が
加
わ
り
ま
す
）

▼
対
象　

大
学
・
短
期
大
学
・
大
学
院
・

高
等
学
校
・
専
修
学
校
・
各
種
学
校
（
１

年
以
上
の
就
学
課
程
に
限
る
）
に
在
学
中

の
20
歳
以
上
の
学
生

※
夜
間
・
定
時
制
・
通
信
課
程
含
む

▼
申
請
場
所

・

住
民
票
を
登
録
し
て
い
る
市
町
村
役
場

の
年
金
担
当
窓
口

・

在
学
す
る
大
学
等
の
窓
口
（
在
学
す
る

大
学
等
が
学
生
納
付
特
例
事
務
法
人
の

指
定
を
受
け
て
い
る
場
合
）

▼
申
請
手
続
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳

・
学
生
証
（
ま
た
は
在
学
証
明
書
）

・
印
鑑

○
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.nenkin.go.jp/

　

保
健
セ
ン
タ
ー
の
隣
に
あ
る
「
か
と
れ

あ
ワ
ー
ク
ス
」
が
、
４
月
１
日
か
ら
「
地

域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
生
ま
れ

変
わ
り
ま
し
た
。

　

ひ
き
こ
も
り
の
人
や
こ
こ
ろ
の
健
康
に

不
調
が
あ
る
人
を
中
心
に
、
通
所
し
て
軽

作
業
等
を
行
う
こ
と
で
、
社
会
生
活
に
対

応
す
る
自
信
を
つ
け
て
い
き
ま
す
。

　

見
学
も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
興
味
の

あ
る
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　歴史民俗資料館では、終戦
70年を迎える今年の夏、戦争
に関する展示を企画していま
す。
　太平洋戦争、またそれ以前
の戦争において、戦地あるい
は内地で実際に使われた資料
や、撮られた写真などをお持
ちの人は、ぜひご連絡をお願
いします。
▶資料の例
出征写真、訓練の写真、召集
令状、軍服・軍帽、日章旗、
軍隊手帳、国民服、カバン、
名札、日用品（電灯カバー、
食器、代用品など）、衣料切
符・配給帳など
▶募集期間　4月19日㈰まで
▶連絡・問合せ　歴史民俗資
料館（☎83－1133）

　市では、市内業者の受注機会の拡大を図るために、「小
規模契約希望者登録制度」を実施しています。
　小規模契約希望者登録制度は、建設業の許可がないな
どの理由により、競争入札参加資格申請ができない市内
業者のうち、内容が軽易で履行の確保が容易であると認められる小規模契
約（設計額50万円以下）の見積もりなどに参加する業者の皆さんを登録
する制度です。
▶登録できる業種
　・建設工事（建設業許可がない場合等）
　・その他委託（役務の提供等）
▶登録資格　市内に主たる事業所を有する法人または住民登録のある個人
で、知立市競争入札参加資格者登録名簿に登録されていない人。ただし、
希望する業種を履行するために必要な資格・許可は必要です。
▶受付期間　随時受付（市役所開庁時のみ）
▶受付場所　市役所3階　総務課契約検査係
▶提出書類　市指定様式（市ホームページ・総務課契約検査係にあります。）
※ 詳細は、市ホームページをご覧いただくか、総務課契約検査係へお問合
せください。
▶問合せ　総務課　契約検査係（☎95-0147）

︻
国
民
年
金
︼学
生
の
皆
さ
ん

学
生
納
付
特
例
制
度
を
ご
存
知

で
す
か

・
国
保
医
療
課

国
保
年
金
係

（
☎
（95）
０
１
２
３
）

・
刈
谷
年
金
事
務
所　
（
☎
（21）
２
１
５
９
）

歴史民俗資料館では
戦争関連資料を
さがしています！

■ 小規模契約希望者登録制度 ■
　　　　　～参加希望者は登録を～

か
と
れ
あ
ワ
ー
ク
ス
が
変
わ
り
ま
し
た

福
祉
課（
☎
（95）
０
１
１
８
）

か
と
れ
あ
ワ
ー
ク
ス（
☎
（85）
３
４
３
２
）
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市政トピックス

●不動産、建築トラブル　　●相続、遺留分、離婚　　●債権回収
●交通事故、労災事故　　　●企業法務　　●破産、債務整理　　●刑事

刈谷駅南口よりすぐ
刈谷市若松町2丁目2番地

０５６６-９１-０２１０

白濱法律事務所
（愛知県弁護士会所属）

弁護士法人
弁護士　白濱　重人
弁護士　香川　広志
弁護士　武林　寛明
弁護士　西尾祐一郎
弁護士　三島　侑子
弁護士　居石　孝男
弁護士　新海久美子

shttp://si-law-office.com

刈谷事務所 ☎
JR岡崎駅東口よりすぐ
岡崎市羽根町字北ノ郷45

０５６４-５４-３７７７岡崎事務所 ☎

広告

相続、離婚、債務整理、交通事故被害の相談は初回30分無料

　一緒に解決策を探していきましょ
う。
▶対象　市内在住で心の健康に不安
や問題があり、次のような悩みをお
持ちのご本人、ご家族、関係者の人
・ひきこもりでお悩みの人
・就労に関してお悩みの人
・日中の居場所をお探しの人
・ こころの病気をお持ちの人の、ご
家族同士で話ができる場をお探し
の人
・ その他生活するうえでお困りのこ
とがある人
▶受付日時　
月～金曜日　午前
8時30分～午後5時
15分（祝日、年末
年始を除く）
▶相談先・問合せ　福祉課　障がい
福祉係（☎95-0118）、社会福祉協
議会（☎82-8833）

▼
受
験
資
格

①

昭
和
60
年
４
月
２
日
～
平
成
６
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

②

平
成
６
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
、
次
に
掲
げ
る
人

・

大
学
を
卒
業
し
た
人
お
よ
び
平
成
28
年

３
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
人

・

人
事
院
が
大
学
卒
業
と
同
等
の
資
格
が

あ
る
と
認
め
る
人

▼
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

・

受
付
期
間　

４
月
１
日
㈬
午
前
９
時
～

13
日
㈪

・

専
用
ア
ド
レ
ス　

http://w
w
w
.jinji-

shiken.go.jp/juken.htm
l

▼
郵
送
・
持
参
で
の
申
込
み
（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で
き
な
い
場
合
）

・
受
付
期
間　

４
月
１
日
㈬
・
２
日
㈭

○
第
１
次
試
験

▼
試
験
日　

６
月
７
日
㈰

▼
試
験
内
容

・
基
礎
能
力
試
験
（
多
肢
選
択
式
）

・
専
門
試
験
（
多
肢
選
択
式
、
記
述
式
）

▼
合
格
発
表　

６
月
30
日
㈫

○
第
２
次
試
験

▼
試
験
日　

７
月
14
日
㈫
～
22
日
㈬
ま
で

の
い
ず
れ
か
指
定
す
る
日

▼
試
験
内
容　

人
物
試
験（
個
別
面
接
）、

身
体
検
査

▼
最
終
合
格
発
表　

８
月
25
日
㈫

採
用
案
内
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

名
古
屋
国
税
局
コ
ー
ナ
ー
に
掲
載

（http://w
w
w
.nta.go.jp/nagoya

）

　

火
災
予
防
と
放
火
等
の
犯
罪
を
防
止
す

る
た
め
、
知
立
市
消
防
団
に
よ
る
春
の
特

別
警
戒
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
ま
す
。

　

パ
ト
ロ
ー
ル
中
は
、
消
防
ポ
ン
プ
車
の

ス
ピ
ー
カ
ー
で
、
火
災
予
防
を
呼
び
か
け

る
広
報
活
動
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
と
き　

４
月
13
日
㈪
～
21
日
㈫　

午
後

８
時
～
10
時

▼
と
こ
ろ　

市
内
全
域

　

今
回
整
備
さ
れ
た
の
は
防
火
衣
、
防
火

帽
、
銀
長
靴
、
ロ
ー
ラ
ー
バ
ッ
ク
ル
ベ
ル

ト
な
ど
で
、
火
災
な
ど
の
災
害
や
様
々
な

訓
練
等
の
活
動
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

社
会
に
出
る
の
が
怖
い
、
仕
事
が
見
つ

か
ら
な
い
、
働
き
た
く
て
も
働
け
な
い
な

ど
生
活
に
困
っ
て
い
る
人
は
、
ま
ず
は
お

困
り
ご
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
相
談

員
が
一
緒
に
考
え
、
解
決
へ
の
お
手
伝
い

を
し
ま
す
。
ご
家
族
な
ど
ま
わ
り
の
人
か

ら
の
相
談
も
受
付
し
ま
す
。

▼
と
き　

４
月
１
日
㈬
か
ら

▼
相
談
場
所　

福
祉
課
ま
た
は
社
会
福
祉

協
議
会

消
防
団　

春
季
特
別
警
戒

パ
ト
ロ
ー
ル

安
心
安
全
課

防
災
係（
☎
（95）
０
１
６
０
）

人
事
院
・
国
税
庁

国
税
専
門
官
採
用
試
験

名
古
屋
国
税
局
総
務
部
人
事
第
二
課

試
験
係（
☎
０
５
２
（951）
３
５
１
１
）

４
月
か
ら
生
活
困
窮
者
へ
の

支
援
制
度
が
始
ま
り
ま
す

福
祉
課

保
護
援
護
係（
☎
（95）
０
１
４
９
）

社
会
福
祉
協
議
会（
☎
（82）
８
８
３
３
）

宝
く
じ
の
助
成
金
で
知
立
市
消

防
団
の
備
品
を
整
備
し
ま
し
た

安
心
安
全
課

防
災
係（
☎
（95）
０
１
６
０
）

心の健康に不安や問題を抱えて
いる人　ご相談いただける場所
があります
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会　　場 安城消防署 高浜消防署
講 習 会 名 普通救命講習Ⅲ 普通救命講習Ⅰ
開 催 日 時 4月18日㈯　午前9時～正午 4月19日㈰　午前9時～正午
定 員 先着20人・無料 先着20人・無料

申 込 み 4月5日㈰　午前9時から募集開始
（☎75-2494）救急係へ

4月5日㈰　午前9時から募集開始
（☎52-1190）救急係へ

対 象 者 碧南・刈谷・安城・知立市および高浜市在住、在勤、在学の人（いずれの会場でも受講できます。）

内 容
普通救命講習Ⅰ　心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫）、AEDの使用法、止血法など
普通救急講習Ⅲ　小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、ひきつけ、のどに異物が詰まった時などの処置
※救命講習会を団体で受講される場合は、最寄の消防署へお問合せください。

▶問合せ　衣浦東部広域連合消防局　消防課（☎63-0135　ホームページ http://www.kinutoh.jp）

救命講習会（4月開催分）あなたは愛する家族を救えますか。いざという時のために心肺蘇生法を覚えましょう。

　

県
か
ら
の
権
限
移
譲
に
伴
い
、
４
月
１

日
か
ら
、
碧
南
市
、
刈
谷
市
、
安
城
市
、

知
立
市
お
よ
び
高
浜
市
内
で
500
㎏
を
超
え

る
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
工
事
等
の
届
出
を

す
る
場
合
は
、
衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防

局
予
防
課
が
届
出
を
受
理
す
る
窓
口
と
な

り
ま
す
。
詳
細
は
衣
浦
東
部
広
域
連
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

県
か
ら
の
権
限
移
譲
に
伴
い
、
４
月
１

日
か
ら
、
碧
南
市
、
刈
谷
市
、
安
城
市
、

知
立
市
お
よ
び
高
浜
市
内
で
許
可
数
量
以

上
の
煙
火
を
消
費
す
る
場
合
は
、
衣
浦
東

部
広
域
連
合
消
防
局
予
防
課
が
許
可
等
の

事
務
を
担
当
す
る
窓
口
と
な
り
ま
す
の

で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
詳
細
は
衣
浦
東

部
広
域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▼
と
き　

５
月
28
日
㈭
・
29
日
㈮
の
２
日

間　

午
前
９
時
45
分
～
午
後
４
時

▼
と
こ
ろ　

安
城
市
民
会
館

▼
定
員　

162
人
（
先
着
順
）

▼
受
講
料　

４
千
円
（
当
日
徴
収
）

▼
申
込
み
期
間　

４
月
20
日
㈪
～
24
日
㈮

（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
、
定
員
に

な
り
次
第
締
切
り
）

※

申
込
書
は
、
申
込
場
所
ま
た
は
衣
浦
東

部
広
域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手

で
き
ま
す
。
申
込
時
、
写
真
を
忘
れ
ず

に
（
縦
４
㎝
×
横
３
㎝
、
３
か
月
以
内

の
証
明
写
真
１
枚
必
要
）

▼
申
込
み
場
所　

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消

防
局
予
防
課
予
防
係
、
知
立
消
防
署
予
防

係※

電
話
お
よ
び
郵
送
等
に
よ
る
受
付
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
直
接
窓
口
で
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。

救急救命士による処置の範囲が広がります
　平成26年1月31日付けで「救急救命士法施行規則の一
部を改正する省令」が公布されたことに伴い、救急救命士
が行うことのできる処置が拡大されました。これを受け、
衣浦東部広域連合消防局では平成27年4月1日から運用を
開始することになりました。

～新たに拡大される救急救命処置～
【心肺機能停止前の静脈路確保と輸液】
血圧が低下して、心臓が停止する危険性のあるショック状
態の人や長時間狭い場所や機械などに体を挟まれていた人
に対して点滴を行います。
【血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与】
低血糖状態が疑われる人に対して血糖測定を行い、低血糖
であることが確認された場合には、ブドウ糖溶液を投与し
ます。

～期待される効果～
これまで、救急救命士が医師の具体的指示を受けて行うこ
とのできる処置は、心肺機能が停止した傷病者に限られて
いました。これからは、心肺機能が停止する前の重度の傷
病者に対して、救急現場や救急車内等で早期に処置を行う
こともでき、救命効果のさらなる向上が期待されます。
▶問合せ　衣浦東部広域連合消防局消防課（☎63-0135）

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局

予
防
課
予
防
係（
☎
（63）
０
１
３
６
）

知
立
消
防
署
予
防
係（
☎
（81）
４
１
４
２
）

液
化
石
油
ガ
ス
設
備
工
事
等
の

届
出
窓
口
変
更
の
お
知
ら
せ

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局

予
防
課
危
険
物
係（
☎
（63）
０
１
３
７
）

煙
火
消
費
許
可
の
窓
口

変
更
の
お
知
ら
せ

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局

予
防
課
予
防
係（
☎
（63）
０
１
３
６
）
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